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(57)【要約】
【課題】車両が走行中であっても表示画面の視認性を確
保することが可能な表示制御方法等を提供する。
【解決手段】表示切替処理では、車両に設けられた操作
ノブの動きを表す変位ベクトルを取得し（Ｓ１１０）、
この変位ベクトルの大きさ（可動部変位量）と振動閾値
とを比較して、可動部変位量が振動閾値以下である状態
が一定期間連続したか否かを判定する（Ｓ１４０～Ｓ１
６０）。ここで肯定判定した場合（Ｓ１６０；ＹＥＳ）
、画面上にカーソルが表示されていれば（Ｓ１６５；Ｙ
ＥＳ）、カーソルを非表示状態に切り替える（Ｓ１７０
）。逆に、可動部変位量が振動閾値を超える場合（Ｓ１
４０；ＮＯ）、画面上にカーソルが表示されていなけれ
ば（Ｓ１７５；ＮＯ）、カーソルを表示状態に復帰させ
る（Ｓ１８０）。さらに、判定精度を上げるために、振
動閾値を車両の加速度を表す車両情報に応じて可変設定
する（Ｓ１３０）。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に設けられた可動部材の動きを表す変位情報を取得する変位情報取得手段と、
　前記変位情報取得手段により取得した変位情報に基づいて、前記車両に設けられた表示
装置の画像上でカーソル位置を、前記可動部材の動きに応じて移動表示する移動表示手段
と、
　を備えた車載装置において、前記表示装置を制御する表示制御方法であって、
　前記変位情報取得手段により取得した変位情報に基づく変位量が予め設定された振動閾
値を超える場合に限り、該変位量を前記移動表示手段によるカーソル位置の移動表示に反
映させることを特徴とする表示制御方法。
【請求項２】
　車両に設けられた可動部材の動きを表す変位情報を取得する変位情報取得手段と、
　前記変位情報取得手段により取得した変位情報に基づいて、前記車両に設けられた表示
装置の画像上でカーソル位置を、前記可動部材の動きに応じて移動表示する移動表示手段
と、
　前記変位情報取得手段により取得した変位情報に基づく変位量を可動部変位量として、
該可動部変位量が予め設定された振動閾値を超える場合に限り、該可動部変位量を前記移
動表示手段による前記カーソルの移動表示に反映させる表示制御手段と、
　を備えることを特徴とする車載装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記可動部変位量が前記振動閾値以下である状態が一定期間連続
した場合、該可動部変位量が前記振動閾値を超えるまでの間、前記表示装置の画像上で前
記カーソルを非表示にすることを特徴とする請求項２に記載の車載装置。
【請求項４】
　車両に設けられた可動部材の動きを表す変位情報を取得する変位情報取得手段と、
　前記変位情報取得手段により取得した変位情報に基づいて、前記車両に設けられた表示
装置の画像上でカーソルを表示するカーソル表示手段と、
　前記変位情報取得手段により取得した変位情報に基づく変位量を可動部変位量として、
該可動部変位量が予め設定された振動閾値以下である状態が一定期間連続した場合、該可
動部変位量が前記振動閾値を超えるまでの間、前記カーソル表示手段によるカーソルの表
示を禁止する表示禁止手段と、
　を備えることを特徴とする車載装置。
【請求項５】
　前記車両の振動に影響を与える車両情報を取得する車両情報取得手段と、
　前記車両情報取得手段により取得した車両情報に基づいて、前記振動閾値を可変設定す
る閾値設定手段と、
　を備えることを特徴とする請求項２ないし請求項４のいずれかに記載の車載装置。
【請求項６】
　前記車両情報は、前記車両の加速度であることを特徴とする請求項５に記載の車載装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に設けられた可動部材の移動操作に応じて、画面上におけるポインタ等
のカーソル位置を移動表示させる表示制御方法、及びその方法を適用した車載装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両のダッシュボードに嵌め込まれた液晶モニタやフロントガラス越しに映
し出されるヘッドアップディスプレイといった表示装置の画面上にポインタ等のカーソル
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を表示し、車両の運転者や同乗者（つまり、操作者）によるカーソル操作に従ってナビゲ
ーションやオーディオ等に関する各種機能を実現する車載装置が知られている。そして、
カーソル操作は、一般的にジョイスティックやトラックボール等の可動部材とメカニカル
なスイッチとからなる入力デバイスを介して行われることが多い（例えば、特許文献１参
照）。
【０００３】
　つまり、この入力デバイスを備えた車載装置（以下、車載操作装置という）は、可動部
材の移動操作やスイッチの押下を表す変換信号に基づいて、画面上のカーソル位置を移動
させるための変位ベクトルを算出する変位算出処理や、その算出結果に基づいて、画面上
でカーソル位置を移動表示させる移動表示処理を行う。そして、画面上のカーソルが示す
アイコン等に対応するアプリケーションの起動またはプログラムの実行等の各種処理を行
うことによって、操作者の意図する操作指示が入力可能に構成されている。
【０００４】
　また、この種の車載操作装置では、操作性を向上させるために、画面上のアイコン位置
とカーソルの移動方向とに基づいてカーソルの移動先を予測し、この移動先にカーソルが
引き込まれるような駆動力（反力）を可動部材に発生させる反力発生機構を備えたり（例
えば、特許文献２参照）、視認性を向上させるために、画面上のカーソルの表示／非表示
を切り替える表示切替処理を行ったりしている。なお、ここでの表示切替処理とは、カー
ソル操作が一定期間なされていない場合に画面上のカーソルを非表示にし、カーソル操作
がなされた場合に画面上のカーソルを表示状態に復帰させることによって、必要なとき以
外は画面上からカーソルを消去する処理をいう。
【特許文献１】特開２００１－２９６１３４号公報
【特許文献２】特開２００７－３０２２１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、前述した表示切替処理を行う車載操作装置では、車両の振動によって可動部材
の動きを感知した場合に変換信号の入力が生じ、その結果、カーソル操作がなされていな
いにも関らずに、カーソルが非表示にならなかったり、カーソルが表示状態に復帰してし
まったりする可能性があった。このため、不要時のカーソル表示によってナビゲーション
等の必要な情報表示が見づらくなってしまうという問題があった。
【０００６】
　また、前述した反力発生機構を備えた車載装置では、ナビゲーション機能のなかにポッ
プアップ機能が含まれている場合、車両の振動によってカーソルがアイコン位置に引き込
まれるように移動し、その結果、カーソルがアイコン位置に合わさることでポップアップ
機能が働いてしまう可能性があった。このため、不要なポップアップ表示によって必要な
ナビゲーション表示が余計に見づらくなってしまうという問題があった。なお、ここでの
ポップアップ機能とは、図６に示すように、ナビゲーションの画面上で施設を表すアイコ
ン（例えば「ＧＳ」等）の位置にカーソルが合わさると、施設の正式な名称（例えば「○
○ガソリンスタンド」等）や、施設を利用するための有益な判断材料（例えば「ガソリン
価格」等）といった施設情報が重畳表示される機能をいう。
【０００７】
　本発明は、上記問題点を解決するために、車両が走行中であっても表示画面の視認性を
確保することが可能な表示制御方法、及びこの方法を適用した車載装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた第一発明である請求項１に記載の表示制御方法は、
車両に設けられた表示装置を制御する方法であって、その車両に設けられた可動部材の動
きを表す変位情報を取得する変位情報取得手段と、この変位情報取得手段により取得した
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変位情報に基づいて、表示装置の画像上でカーソル位置を可動部材の動きに応じて移動表
示する移動表示手段とを備えた車載装置に適用される。
【０００９】
　具体的に、この表示制御方法は、変位情報取得手段により取得した変位情報に基づく変
位量が予め設定された振動閾値を超える場合に限り、その変位量を移動表示手段によるカ
ーソル位置の移動表示に反映させることを発明の要部とする。
【００１０】
　つまり、この表示制御方法では、車両の振動によるものと推定される可動部材の小さな
動きをノイズとみなし、そのノイズ以上の可動部材の動きを操作者（車両の運転者や同乗
者）によるカーソル操作と判定し、カーソル操作と判定したとき以外は、可動部材の動き
によってカーソル位置を移動表示させないようにしている。
【００１１】
　したがって、本発明の表示制御方法によれば、車両の振動のせいでカーソル位置が移動
し、その移動先でのカーソル表示が他の必要な情報表示の邪魔になることを未然に防止す
ることができ、ひいては車両が走行中であっても表示画面の視認性を確保することができ
る。
【００１２】
　次に、第二発明である請求項２に記載の車載装置は、変位情報取得手段が、車両に設け
られた可動部材の動きを表す変位情報を取得し、移動表示手段が、変位情報取得手段によ
り取得した変位情報に基づいて、車両に設けられた表示装置の画像上でカーソル位置を、
可動部材の動きに応じて移動表示する。
【００１３】
　ここで、表示制御手段が、変位情報取得手段により取得した変位情報に基づく変位量（
以下、可動部変位量という）が予め設定された振動閾値を超える場合に限り、可動部変位
量を移動表示手段によるカーソルの移動表示に反映させるように構成されている。
【００１４】
　つまり、本発明の車載装置は、第一発明の表示制御方法を実現する装置であり、従って
、この方法を実施した場合に得られる効果と同様の効果を得ることができる。
　また、表示制御手段は、請求項３に記載のように、可動部変位量が振動閾値以下である
状態が一定期間連続した場合、その可動部変位量が振動閾値を超えるまでの間、表示装置
の画像上でカーソルを非表示にすることが望ましい。
【００１５】
　この場合、可動部材の動きを操作者（車両の運転者や同乗者）によるカーソル操作と判
定したとき以外は、表示画面からカーソルが消去されるため、表示画面の視認性をさらに
向上させることができる。
【００１６】
　さらに、本発明の車載装置は、請求項４に記載のように、変位情報取得手段が、車両に
設けられた可動部材の動きを表す変位情報を取得し、カーソル表示手段が、変位情報取得
手段により取得した変位情報に基づいて、車両に設けられた表示装置の画像上でカーソル
を表示する。そして、表示禁止手段により、可動部変位量が振動閾値以下である状態が一
定期間連続した場合、可動部変位量が振動閾値を超えるまでの間、カーソル表示手段によ
るカーソルの表示を禁止するように構成されていてもよい。
【００１７】
　このように構成された車載装置によれば、可動部材の動きを操作者（車両の運転者や同
乗者）によるカーソル操作と判定したとき以外は画面上からカーソルを消去するため、車
両の振動のせいでカーソルが表示されて他の必要な情報表示の邪魔になることを未然に防
止することができ、ひいては車両が走行中であっても表示画面の視認性を確保することが
できる。
【００１８】
　また、本発明の車載装置は、請求項５に記載のように、車両情報取得手段が、車両の振
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動に影響を与える車両情報を取得し、閾値設定手段が、車両情報取得手段により取得した
車両情報に基づいて、振動閾値を可変設定することが望ましい。
【００１９】
　このように構成された車載装置によれば、車両の振動に応じてノイズとみなす可動部材
の変位量を調整するため、操作者（車両の運転者や同乗者）によるカーソル操作がなされ
たか否かを判定する際の判定精度を向上させることができる。
【００２０】
　なお、請求項６に記載のように、車両情報が車両の加速度であれば、車載ネットワーク
上の既存の電子制御装置から簡易に取得することができることに加えて、車両の振動を精
度よく推定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、本発明の実施形態を図面と共に説明する。
　図１は、本発明の車載装置としての機能が付加された実施形態のナビゲーション装置、
及びナビゲーション装置が接続される車内ＬＡＮの構成を示すブロック図、図２は、車室
内における表示装置および入力デバイスの配置を示す概略図である。
【００２２】
　＜車内ＬＡＮの構成＞
　図１に示すように、車内ＬＡＮ（Local Area Network）１には、車両の振動時や旋回時
の走行安定性を確保する車両安定性制御（以下、ＥＳＣという；Electronic Stability C
ontrol）を実行するＥＳＣ電子制御装置（以下、電子制御装置のことをＥＣＵという；El
ectronic Control Unit）２等の各種走行系ＥＣＵやボデー系ＥＣＵ等と共に、ナビゲー
ション装置３が接続されている。
【００２３】
　ＥＳＣＥＣＵ２は、車両の進行方向（前後方向），車幅方向（左右方向），これら進行
方向及び車幅方向のいずれとも直交する方向（上下方向）に沿った３軸方向の加速度を検
出する３軸Ｇセンサ４と、車両の旋回軸周りの加速度を検出するヨーレートセンサ５と、
ブレーキ操作状態を検出するブレーキスイッチ６とを備え、これらセンサ４，５及びスイ
ッチ６からの検出データを、車内ＬＡＮ１を介してナビゲーション装置３に送信する。
【００２４】
　そして、ＥＳＣＥＣＵ２は、凹凸やうねりのある路面を走行するときなどに発生する振
動を減衰するために、サスペンションのエアスプリング力を自動的に制御（振動減衰制御
）したり、滑りやすい路面のカーブに侵入したときなどに発生する横滑りを抑制するため
に、エンジン出力と各車輪のブレーキ力を自動的に制御（横滑り制御）したりするように
構成されている。
【００２５】
　＜ナビゲーション装置の構成＞
　次に、本実施形態のナビゲーション装置３は、車両用のオーディオヴィジュアル（ＡＶ
）機能とナビゲーション（ＮＡＶＩ）機能とを一体化した装置であり、図３（ａ）及び図
３（ｂ）に示すように、ポインタやハイライトボックスの移動やアイコンの選択といった
操作者によるカーソル操作によって、ＡＶ機能やＮＡＶＩ機能を実現するように構成され
ている。
【００２６】
　具体的に、ナビゲーション装置３は、図１に戻って示すように、車両外部との無線通信
を行う無線通信部１１と、車両の現在位置を検出する位置検出部１２と、地図データを入
力する地図データ入力部１３と、各種の入力操作を行うための入力デバイス１４と、ＮＡ
ＶＩ，ＴＶ，ＤＶＤ等の画像を液晶モニタに表示する表示装置１５と、さらにＣＤ，ＭＤ
，ＡＭ，ＦＭ等の音声を出力する音声出力装置１６と、各部１１～１３及びデバイス１４
からの入力に応じて各種処理を実行し、無線通信部１１，入力デバイス１４，表示装置１
５，音声出力装置１６を制御するＮＡＶＩ制御部２０とを備えている。
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【００２７】
　このうち、位置検出部１２は、ＧＰＳ（Global Positioning System）用の人工衛星か
らの電波を図示しないＧＰＳアンテナを介して受信してその受信信号を出力するＧＰＳ受
信機１２ａと、車両に加えられる回転運動の大きさを検出するジャイロスコープ１２ｂと
、車両の前後方向の加速度等から走行した距離を検出するための距離センサ１２ｃと、地
磁気から進行方位を検出するための地磁気センサ１２ｄとを備えている。そして、これら
各センサ１２ａ～１２ｄは、車両の位置，方位，移動距離等を算出するための各検出信号
を出力する。
【００２８】
　そして、地図データ入力部１３は、図示は省略するが、ハードディスクやＤＶＤ－ＲＡ
Ｍ等の書き込み可能な地図記憶媒体に記憶されている地図データや案内用の音声データ等
の各種データを入力するための装置である。
【００２９】
　また、図２に示すように、表示装置１５は、運転者が液晶モニタ（以下、表示面という
）１５ａを見る際の視点移動を軽減するために、車室内において運転者の前方にあるダッ
シュボード２１に嵌め込まれるようにして運転席と助手席との中間となる位置に配置され
ている。一方、入力デバイス１４は、運転者が遠方へ手を伸ばしたり姿勢を変えたりする
ことなく容易に操作できるように、運転席のすぐ横にあるセンターコンソール２２の上面
に配置されている。
【００３０】
　具体的に、入力デバイス１４は、図４に示すように、可動式の操作軸３１ａを有する操
作ノブ３１と、操作ノブ３１の先端に設けられたメカニカルな操作スイッチ３２とからな
り、操作ノブ３１の位置座標を検出するための位置センサ３３と、操作スイッチ３２の押
下を検出するための押下センサ３４と、操作ノブ３１を移動させるための駆動力（反力）
を操作軸３１ａに加える反力発生ユニット３５と、デバイス１４全体の制御を行うデバイ
ス制御部４０とを備えている。
【００３１】
　このうち、操作ノブ３１は、操作軸３１ａの軸方向と垂直な平面に沿って二次元方向に
３６０°可動するように構成され、表示装置１５に映し出されるポインタ等のカーソル位
置を表示領域内（つまり、表示面１５ａ上）で移動させる。なお、以下では、操作ノブ３
１の可動領域における表示面１５ａの水平方向（横方向）に対応する操作方向をＸ軸、表
示面１５ａの垂直方向（縦方向）に対応する操作方向をＹ軸とする。
【００３２】
　また、デバイス制御部４０は、位置センサ３３を介して操作ノブ３１の移動方向や、押
下センサ３４を介して操作スイッチ３２の押下を検出すると、その検出結果を表す変換信
号をＮＡＶＩ制御部２０に出力すると共に、ＮＡＶＩ制御部２０から後述する予測信号を
入力すると、その予測信号により指定される方向に駆動力を操作軸３１ａに発生させる指
令信号を反力発生ユニット３５に出力するように構成されている。
【００３３】
　一方、ＮＡＶＩ制御部２０は、図１に戻って示すように、ＣＰＵ１０ａ，ＲＯＭ１０ｂ
，ＲＡＭ１０ｃ，不揮発性のメモリ（例えば、ＥＥＰＲＯＭ）１０ｄ，図示しないＩ／Ｏ
及びバスライン等からなる周知のマイクロコンピュータを中心に構成されており、ＣＰＵ
１０ａが、ＲＡＭ１０ｃを作業エリアとして、ＲＯＭ１０ｂに記憶されたプログラムに基
づき、各種処理を実行するように構成されている。
【００３４】
　具体的に、ＮＡＶＩ制御部２０は、デバイス制御部４０から入力される変換信号（操作
ノブ３１の移動方向）に基づいて、表示装置１５が映し出す画像（以下、単に画面という
）上のカーソル位置を移動させるための変位ベクトル（Ｘ，Ｙ；変位方向および変位量）
を算出する変位算出処理や、その算出結果に基づいて、画面上でカーソル位置を移動表示
させる移動表示処理を実行する。さらに、画面上のアイコン位置とカーソルの移動方向と
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に基づいてカーソルの移動先を予測する移動予測処理を行い、その処理結果（予測方向）
を表す信号（予測信号）をデバイス制御部４０に出力すると共に、後述する表示切替処理
を実行する。
【００３５】
　また、ＮＡＶＩ制御部２０は、画面上のカーソルが示すアイコン等に対応するＡＶやＮ
ＡＶＩ機能に関するアプリケーションやプログラムの起動処理を行う。例えば、ＮＡＶＩ
のプログラムが起動されると、位置検出部１２から入力される各検出信号に基づき、座標
および進行方向の組として車両の現在位置を算出する位置算出処理や、現在位置から目的
地までの最適な経路を自動的に求める経路計算を行い、この経路計算に基づいた経路案内
を表示装置１５及び音声出力装置１６を介して行う経路案内処理を実行するように構成さ
れている。
【００３６】
　＜表示切替処理＞
　ここで、図５は、ＮＡＶＩ制御部２０が実行する表示切替処理の詳細を示すフローチャ
ートである。なお、本処理は、ナビゲーション装置３の本体に電源が投入されると起動さ
れ、電源が遮断されるまで予め設定された周期で繰り返し実行される。また、本処理では
、カーソル操作の放置時間に対応してカウント値ＣＮＴ１が更新されるカウンタ（以下、
操作カウンタという）が用いられる。
【００３７】
　図５に示すように、本処理が起動されると、まず、変位算出処理を介してデバイス制御
部４０から入力される変換信号に基づいて算出された変位ベクトル（Ｘ，Ｙ）を取得する
と共に（Ｓ１１０）、車内ＬＡＮ１を介してＥＳＣＥＣＵ２から３軸Ｇセンサ４の検出デ
ータ等を表す車両情報を取得する（Ｓ１２０）。
【００３８】
　そして、Ｓ１２０で取得した車両情報（車両の前後，左右，上下方向の加速度）に基づ
いて、Ｓ１１０で取得した変位ベクトル（Ｘ，Ｙ）が示す方向（以下、可動部変位方向と
いう）に相当する加速度成分を抽出し、その抽出した加速度成分に予め設定された係数を
乗じることにより、操作ノブ３１の動きが車両の振動によるものであるか否かを判定する
ための振動閾値を算出する（Ｓ１３０）。
【００３９】
　次に、Ｓ１１０で取得した変位ベクトル（Ｘ，Ｙ）の大きさを示すベクトル量（以下、
可動部変位量という）と、Ｓ１３０で算出した振動閾値とを比較して、可動部変位量が振
動閾値以下であるか否かを判断する（Ｓ１４０）。ここで肯定判断した場合（Ｓ１４０；
ＹＥＳ）、操作ノブ３１の動きが車両の振動によるものとして、操作カウンタのカウント
値ＣＮＴ１を＋１にインクリメントし（Ｓ１４５）、逆に否定判断した場合（Ｓ１４０；
ＮＯ）、操作ノブ３１の動きが操作者のカーソル操作によるものとして、カウント値ＣＮ
Ｔ１を０にリセットする（Ｓ１５０）。
【００４０】
　そして、Ｓ１４５で操作カウンタのカウント値ＣＮＴ１を＋１にインクリメントした後
には、そのカウント値ＣＮＴ１が予め設定されたカウンタ閾値Ｎ以上であるか否かを判断
する（Ｓ１６０）。但し、カウンタ閾値Ｎとは、可動部変位量が振動閾値以下である状態
が一定期間連続したか否かを判定するために予め設定された値をいう。
【００４１】
　さらに、Ｓ１６０で操作カウンタのカウント値ＣＮＴ１がカウンタ閾値Ｎ以上であれば
（Ｓ１６０；ＹＥＳ）、表示装置１５の画面上にカーソルが表示されているか否かを判断
し（Ｓ１６５）、カーソルが表示されていれば（Ｓ１６５；ＹＥＳ）、画面上のカーソル
を非表示状態に切り替えて（Ｓ１７０）、本処理を終了する。なお、Ｓ１６０で操作カウ
ンタのカウント値ＣＮＴ１がカウンタ閾値Ｎ未満である場合（Ｓ１６０；ＮＯ）、及び、
Ｓ１６５でカーソルが表示されていない場合（Ｓ１６５；ＮＯ）にも本処理を終了する。
【００４２】
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　一方、Ｓ１５０で操作カウンタのカウント値ＣＮＴ１を０にリセットした後にも、表示
装置１５の画面上にカーソルが表示されているか否かを判断し（Ｓ１７５）、カーソルが
表示されていなければ（Ｓ１７５；ＮＯ）、画面上のカーソルを表示状態に切り替えて（
Ｓ１８０）、本処理を終了する。ちなみに、Ｓ１７５でカーソルが表示されている場合（
Ｓ１７５；ＹＥＳ）にも本処理を終了する。
【００４３】
　なお、上記実施形態において、Ｓ１１０が変位情報取得手段、Ｓ１２０が車両情報取得
手段、Ｓ１３０が閾値設定手段、Ｓ１４０～Ｓ１７０が表示禁止手段、移動表示処理が移
動表示手段およびカーソル表示手段、表示切替処理が表示制御手段に相当する。
【００４４】
　＜本実施形態の効果＞
　以上、説明したように、本実施形態のナビゲーション装置３では、表示切替処理におい
て、入力デバイス１４における操作ノブ３１の動きを操作者（車両の運転者や同乗者）に
よるカーソル操作と判定したとき以外は、表示装置１５の画面上のカーソルを表示状態に
切り替えることを禁止するようにしている。
【００４５】
　したがって、本実施形態のナビゲーション装置３によれば、車両の振動のせいでカーソ
ルが表示状態に復帰して他の必要な情報表示の邪魔になることを未然に防止することがで
き、ひいては車両が走行中であっても表示画面の視認性を確保することができる。
【００４６】
　また、表示切替処理では、車内ＬＡＮ１を介してＥＳＣＥＣＵ２から取得した車両情報
（車両の前後，左右，上下方向の加速度）に基づいて振動閾値を可変設定するため、車両
の振動に応じて判定レベルが変更され、操作者（車両の運転者や同乗者）によるカーソル
操作がなされたか否かを判定する際の判定精度を向上させることができる。
【００４７】
　なお、ナビゲーション装置３では、入力デバイス１４が、運転席のすぐ横にあるセンタ
ーコンソール２２の上面に配置されているため、運転者だけでなく助手席の乗員にも遠方
へ手を伸ばしたり姿勢を変えたりすることなく容易にカーソル操作を行わせることができ
る。
【００４８】
　［他の実施形態］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、様々な態様にて実施することが可能
である。
【００４９】
　例えば、上記実施形態のナビゲーション装置３では、入力デバイス１４が、センターコ
ンソール２２の上面に配置されているが、これに限定されずに、ステアリングホイールの
運転者側面（前面）や運転者用のアームレスト上などに配置されていてもよい。
【００５０】
　さらに、上記実施形態の入力デバイス１４においてカーソル位置を移動させるための部
材（可動部材）としては、操作ノブ３１が用いられているが、これに限らずに、例えばト
ラックボールが用いられてもよい。この場合、入力デバイス１４は、トラックボールの回
転方向や回転量を表す変換信号を出力すればよい。
【００５１】
　また、上記実施形態のナビゲーション装置３では、変位算出処理，移動表示処理，表示
切替処理を、ＮＡＶＩ制御部２０で行うように構成されているが、これに限定されるもの
ではなく、デバイス制御部４０で全て行うようにしてもよいし、ＮＡＶＩ制御部２０とデ
バイス制御部４０とで協調して実行するように構成されていてもよい。
【００５２】
　ところで、上記実施形態の表示切替処理では、ＥＳＣＥＣＵ２からの車両情報（車両の
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が、これに限定されるものではない。例えば、車両情報として、車両の加速度の代わりに
、他の走行系ＥＣＵから取得した各種情報（車両の変位や速度（角速度を含む）等）を用
いて振動閾値を算出してもよいし、或いは、振動閾値を算出する代わりに、振動閾値を予
め固定値として設定しておいてもよい。
【００５３】
　さらに言えば、表示切替処理では、可動部変位量が振動閾値を超えると判断した場合（
Ｓ１４０；ＮＯ）、変位算出処理で算出した変位ベクトル（Ｘ，Ｙ）を、移動表示処理に
よるカーソル位置の移動表示に反映させることを付加してもよい。或いは、移動表示処理
で可動部変位量の閾値判定（振動閾値との比較）を行って、その判定結果により可動部変
位量が振動閾値を超える場合に限り、変位算出処理で算出した変位ベクトル（Ｘ，Ｙ）を
、移動表示処理によるカーソル位置の移動表示に反映させるようにしてもよい。
【００５４】
　ちなみに、表示切替処理では、カーソル操作がなされていない期間（放置時間）を、処
理周期と操作カウンタのカウント値ＣＮＴ１とに基づいて計測しているが、これに限らず
、可動部変位量が振動閾値以下であると判定したとき（Ｓ１４０；ＹＥＳ）に開始し、振
動閾値を超えると判断したとき（Ｓ１４０；ＮＯ）に停止するタイマーを用いて計測して
もよい。
【００５５】
　なお、ＮＡＶＩ制御部２０は、図６に示すように、ナビゲーションの画面上で施設を表
すアイコンの位置にカーソルが合わさると、施設の正式な名称や、施設を利用するための
有益な判断材料といった施設情報を重畳表示するポップアップ機能を実現するための処理
を付加して行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の車載装置としての機能が付加された実施形態のナビゲーション装置３、
及びナビゲーション装置３が接続される車内ＬＡＮ１の構成を示すブロック図。
【図２】車室内における表示装置１５および入力デバイス１４の配置を示す概略図。
【図３】表示装置１５に映し出される画像を例示した表示画面。
【図４】入力デバイス１４の構成を示す説明図。
【図５】ＮＡＶＩ制御部２０が実行する表示切替処理の詳細を示すフローチャート。
【図６】ナビゲーション機能に含まれているポップアップ機能を説明するための表示画面
。
【符号の説明】
【００５７】
　１…車内ＬＡＮ、２…ＥＳＣＥＣＵ、３…ナビゲーション装置、４…３軸Ｇセンサ、５
…ヨーレートセンサ、６…ブレーキスイッチ、１１…無線通信部、１２…位置検出部、１
３…地図データ入力部、１４…入力デバイス、１５…表示装置、１６…音声出力装置、２
０…ＮＡＶＩ制御部、３１…操作ノブ、３２…操作スイッチ、３３…位置センサ、３４…
押下センサ、３５…反力発生ユニット、４０…デバイス制御部。
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